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(57)【要約】
【課題】超音波の指向性の有無に係わらず、超音波の送
受信方向について制限を加えずに、送信手段から受信手
段へ直接伝播する超音波を減衰させて検出精度を向上さ
せる。
【解決手段】超音波センサ10は、送受信面11に出力開口
部12及び入力開口部13を有し、さらに出力開口部と前記
入力開口部の間の送受信面に、各々が頂点部102 を備え
る複数の突起50a からなる突起群100 を有する。隣接す
る突起の頂点部どうしの間隔は、超音波の波長の４分の
１の奇数倍である。出力開口部から放射され、送受信面
の近傍を伝播する超音波は、突起の頂点部で回折し、超
音波の伝播方向の下流側に隣接する突起で反射して逆位
相となって頂点部に戻り、元の超音波と干渉して互いに
弱め合う消音効果が得られる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波の送受信面と、前記送受信面に形成された出力開口部および入力開口部とを有し
、前記出力開口部から超音波が放出され、対象物体で反射した前記超音波を前記入力開口
部を経て取得する超音波センサであって、
　前記送受信面の近傍を伝播する前記超音波の伝播方向に沿って前記出力開口部と前記入
力開口部の間に並べられ、それぞれが頂点部を備える複数の突起を有し、
　隣接する前記突起と前記突起の前記頂点部どうしの間隔は、前記超音波の波長の４分の
１の奇数倍であることを特徴とする超音波センサ。
【請求項２】
　前記突起は、前記伝播方向の上流側にある第１面と、前記伝播方向の下流側にあって前
記第１面との間に前記頂点部を構成する第２面とを備えており、
　前記突起の第２面と、前記伝播方向の下流側に隣接する他の前記突起の第１前記伝播方
向に関する間隔は、前記突起の前記頂点部から底に向かうほど短くなっており、
　前記第２面は、前記送受信面に対して垂直であるか又は前記伝播方向の下流側に傾斜し
ていることを特徴とする請求項１に記載の超音波センサ。
【請求項３】
　前記突起の前記第１面は、前記伝播方向の上流側に隣接する他の前記突起の前記頂点部
を中心とし、半径が前記波長の４分の１の奇数倍の円弧を描く断面形状であることを特徴
とする請求項１または２に記載の超音波センサ。
【請求項４】
　前記突起は、前記送受信面の表面に突出して形成されるか、又は前記送受信面の表面に
複数の凹部を設けることにより形成されたことを特徴とする請求項１から３の何れか１項
に記載の超音波センサ。
【請求項５】
　各々が頂点部を備えており超音波の伝播方向に沿って配置された複数の突起を有し、隣
接する前記突起と前記突起の前記頂点部どうしの間隔が、前記超音波の波長の４分の１の
奇数倍であることを特徴とする超音波減衰装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を放出して、対象物体で反射した超音波（反射波）を取得する超音波
センサに係り、特に直接取得される超音波（直接波）を減衰させてその影響を低減させる
超音波センサと、この超音波センサと同様の原理を用いた超音波減衰装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば一般家庭における居室、寝室を含む一定の広がりを持った空間内において、特に
人のような検出対象となる物体（対象物体）の存在や、対象物体の動作の計測を行うため
に、超音波を用いたセンシング技術が知られている。この技術によれば、スピーカから超
音波を送信し、対象物体で反射した反射波をマイクで受信し、反射波の時間変化を検出す
ることによって対象物体の存在及び動きを検出することができる。
【０００３】
　特許文献１には、ベッドに横たわる人の呼吸に伴う胸郭の動きを検出すべく、ベッドの
真上にセンサユニット（マイクとスピーカを含む）を設置し、鉛直下向きに超音波を送信
し、受信した反射波の時間変化を検出して胸郭の動きを検出する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１９３０２０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　超音波を用いて行う生体検知の分野において、部屋全体を検知範囲とするためには、超
音波を部屋の隅々まで、かつムラが無いように伝播させる必要がある。ところが、超音波
は一般的に指向性が強く、スピーカの正面付近では十分なパワーが得られるが、正面から
ずれると急速にパワーが減衰してしまうという特性がある。
【０００６】
　このような超音波の特性は、特許文献１に記載された発明では、ベッドに横たわる人を
対象としているため特に問題とはならないが、同じ考えに則り、部屋全体を検知範囲にし
ようとする場合には、天井に数多くのセンサユニットを並べて設置する必要が生じる。例
えば８畳の部屋では１００個以上のセンサユニットが必要となってしまう。このような大
がかりな構成は、設置費用や工事性に難があり、受容性が低い。そこで、一つの部屋に一
つのセンサユニットを設ける程度で済む簡易な構成が望まれる。このような構成の場合に
は、超音波の送信部において、送信する超音波の波長以下となるような周囲長の開口部を
設け、この小さな開口部越しに超音波を送信することにより、センサユニットから送信さ
れる超音波の指向性を低減させて部屋全体に均一に超音波を伝播させることが可能となる
。
【０００７】
　生体検知に用いる前述した簡易な構成の超音波センサを、図１（ａ）に示す。この超音
波センサは、送受信面１１に出力開口部１２と入力開口部１３を有しており、出力開口部
１２の下方にはスピーカ１４が設けられ、入力開口部１３の下方にマイク１５が設けられ
ている。出力開口部１２の周囲長は送信する超音波の波長以下である。この超音波センサ
によれば、図１（ａ）中に破線の同心円の弧で示すようにスピーカ１４から送信された超
音波は部屋全体に均一に伝播する。そして、図１（ａ）中に実線の矢印で示すように対象
物体（例えば人）２０で反射された超音波をマイク１５で受信して図示しない制御装置で
処理することにより、対象物体２０の存在を検知し、またその動作を計測することができ
る。
【０００８】
　しかし、この超音波センサによる対象物体２０の検知において、送信された超音波の一
部が、図１（ａ）中に送受信面１１に沿った１本の破線の矢印で示すように、対象物体２
０で反射されずに直接波１６として直接マイク１５で受信されてしまうことがある。
【０００９】
　直接波１６をマイク１５で受信させないために、図１（ｂ）に示すように、スピーカ１
４またはマイク１５の前面にホーン２１を設けることも考えられるが、それでは超音波の
送信方向または受信方向に制限を加えてしまうことになり、部屋全体に均一に超音波を伝
播させるために指向性を無くす構成としたことが無意味となってしまう。
【００１０】
　本発明は、超音波の送信方向または受信方向について制限を加えることなく、送信手段
から受信手段へ直接伝播する超音波を減衰させることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の超音波センサは、
　超音波の送受信面と、前記送受信面に形成された出力開口部および入力開口部とを有し
、前記出力開口部から超音波が放出され、対象物体で反射した前記超音波を前記入力開口
部を経て取得する超音波センサであって、
　前記送受信面の近傍を伝播する前記超音波の伝播方向に沿って前記出力開口部と前記入
力開口部の間に並べられ、それぞれが頂点部を備える複数の突起を有し、
　隣接する前記突起と前記突起の前記頂点部どうしの間隔は、前記超音波の波長の４分の
１の奇数倍であることを特徴としている。
【００１２】
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　本発明の超音波センサは、さらに、
　前記突起は、前記伝播方向の上流側にある第１面と、前記伝播方向の下流側にあって前
記第１面との間に前記頂点部を構成する第２面とを備えており、
　前記突起の第２面と、前記伝播方向の下流側に隣接する他の前記突起の第１面との前記
伝播方向に関する間隔は、前記突起の前記頂点部から底に向かうほど短くなっており、
　前記第２面は、前記送受信面に対して垂直であるか又は前記伝播方向の下流側に傾斜し
ていることを特徴としている。
【００１３】
　本発明の超音波センサは、さらに、
　前記突起の前記第１面は、前記伝播方向の上流側に隣接する他の前記突起の前記頂点部
を中心とし、半径が前記波長の４分の１の奇数倍の円弧を描く断面形状であることを特徴
としている。
【００１４】
　本発明の超音波センサは、さらに、
　前記超音波は波長が時間的に変化するスイープ波であり、
　前記突起の第１面は、前記伝播方向の上流側に隣接する他の前記突起の前記頂点部から
の距離が前記波長の４分の１の奇数倍となる点を有する断面形状であることを特徴として
いる。
【００１５】
　本発明の超音波センサは、さらに、
　前記突起は、前記出力開口部および前記入力開口部の少なくともいずれか一方を囲む周
形状の少なくとも一部からなるパターンで構成されたことを特徴としている。
【００１６】
　本発明の超音波センサは、さらに、
　前記突起は、前記送受信面の表面に突出して形成されるか、又は前記送受信面の表面に
複数の凹部を設けることにより形成されたことを特徴としている。
【００１７】
　本発明の超音波減衰装置は、
　各々が頂点部を備えており超音波の伝播方向に沿って配置された複数の突起を有し、隣
接する前記突起と前記突起の前記頂点部どうしの間隔が、前記超音波の波長の４分の１の
奇数倍であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の超音波センサによれば、出力開口部から放射され、送受信面の近傍を伝播する
超音波は、突起の頂点部で回折し、超音波の伝播方向について下流側に隣接する突起に向
かい、そこで反射することにより逆位相となって前記頂点部に戻るため、元の超音波と干
渉して互いに弱め合う消音効果が得られる。
【００１９】
　本発明の超音波減衰装置によれば、空間内を伝播していく超音波が突起の頂点部で回折
し、超音波の伝播方向について下流側に隣接する突起に向かい、そこで反射することで逆
位相となって前記頂点部に戻るため、元の超音波と干渉して互いに弱め合う減衰効果が得
られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】突起がない超音波センサの構造とその課題を示す図である。
【図２】分図（ａ）は本願発明の実施形態に係る超音波センサの斜視図であり、分図（ｂ
）は分図（ａ）において符号１０１で示す部分の拡大図であり、分図（ｃ）は、実施形態
の超音波センサの断面図である。
【図３】分図（ａ）は実施形態の超音波センサに設けられた突起の形状・寸法を説明する
ための拡大図であり、分図（ｂ）は同突起による超音波の消音効果を説明するための拡大
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図である。
【図４】分図（ａ）は実施形態の超音波センサが超音波を放射した場合の音圧分布図であ
り、分図（ｂ）は実施形態の超音波センサが超音波を放射した場合の送受信面における始
点からの距離と音圧レベル値との関係を示すグラフを表した図である。
【図５】分図（ａ）は第２実施形態の超音波センサに設けられた突起の形状・寸法を説明
するための拡大図であり、分図（ｂ）は第３実施形態の超音波センサの断面図である。
【図６】分図（ａ）は第４実施形態の超音波センサに設けられた突起の拡大図であり、分
図（ｂ）は第５実施形態の超音波センサに設けられた突起の拡大図である。
【図７】第６実施形態の超音波センサに設けられた突起の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の第１実施形態に係る超音波センサを図２～図４を参照して説明する。
　第１実施形態の超音波センサは、スピーカから超音波を送信し、対象物体で反射した反
射波をマイクで受信して対象物体の動きを検出する装置であって、スピーカからマイクへ
直接伝播する直接波を、所定の形状・構造を備えた複数の突起からなる減衰手段によって
減衰させることにより、対象物体の検出精度が低下することを防止したものである。
【００２２】
　第１実施形態の超音波センサ１０は、図２（ａ）に示すように、直方体形状の筐体にお
いて対面する２つの広い面の一方を、超音波の送受信面１１としている。この送受信面１
１には、出力開口部１２と入力開口部１３が形成されている。超音波センサ１０の設置状
態としては、例えば送受信面１１を下向きにして天井に取り付けることを想定している。
【００２３】
　図２に示すように、送受信面１１には、出力開口部１２を中心として複数の突起５０ａ
からなる突起群１００が、周形状のパターン、特に第１実施形態では同心円形状のパター
ンで設けられている。突起群１００の配置を同心円形状としたのは、後述するように、第
１実施形態では出力開口部１２から出力される超音波は無指向性であり、同心半球状に広
がって伝播するため、超音波の伝播方向（図２（ｃ）において左から右への方向）に対し
て突起の長手方向（図２（ｃ）において紙面垂直方向）がなるべく直交するような配置と
するためである。これは、詳細は後述するが、隣り合う突起５０ａ，５０ａの頂点部どう
しの間隔を波長λの１／４の奇数倍にするという条件のため、突起５０ａの長手方向が超
音波の伝播方向に対して直角でない角度を持つと、その条件が満たされにくくなるためで
ある。なお、隣接する突起５０ａと突起５０ａの間隔は、波長λの１／４の奇数倍という
条件を満たしつつ、必ずしも一定でなくてもよい。
【００２４】
　図２に示すように、突起群１００は、出力開口部１２から一定の距離をおいて設けられ
ており、同心円形状の一番内側に配置された突起５０ａと出力開口部１２との間には、円
形で平坦な送受信面１１が現れている。このような領域を設けることなく、突起群１００
を出力開口部１２の直近から設けることもできるが、その場合には、出力開口部１２から
出力された超音波は直ちに突起群１００の最初の突起５０ａで反射され、無指向性の性質
が劣化するので、出力開口部１２とこれに直近の突起５０ａとの間には、一定の距離を置
くことが望ましい。図２（ｃ）に示すように、第１実施形態では、出力開口部１２と入力
開口部１３の距離を１３５～２００ｍｍとし、出力開口部１２から同心円形状の一番内側
に配置された突起５０までの距離を１００ｍｍとした。
【００２５】
　図２（ｃ）に示すように、超音波センサ１０の筐体の内部には、出力開口部１２の直近
にスピーカ１４が配置され、また入力開口部１３の直近にマイク１５が配置されている。
第１実施形態では、スピーカ１４から送信される超音波は、周波数が２５［ｋＨｚ］、波
長λが１３．６［ｍｍ］の超音波であり、また出力開口部１２の直径は直径２［ｍｍ］で
ある。従って出力開口部１２の周囲長は超音波の波長λよりも短いので、スピーカ１４か
ら出る超音波は出力開口部１２から無指向性で空間内に送信され、空間内を同心半球形状
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に伝播する。この場合、出力開口部１２と最も内側の突起５０ａとの間には平坦な送受信
面１１が存在するので超音波が最初の突起５０ａで反射して無指向性を劣化させることな
く、検出範囲である空間全体に伝播していく。そして、物体（人）で反射した超音波は入
力開口部１３を経由してマイク１５で受信されることになる。
【００２６】
　図２を参照して説明した突起群１００を構成する各突起５０ａの具体的な形状・構造と
大きさについて、図３を参照して説明する。図３は、図中矢印Ｗで示す超音波の伝播方向
に対して平行な鉛直面を切断面とする断面図である。各突起５０ａは、超音波の伝播方向
Ｗの上流側にある第１面５１ａと、前記伝播方向Ｗの下流側にあって前記第１面との間に
頂点部１０２を構成する第２面５２ａとを備えている。第１面５１ａは、半径ｒの円筒形
の孔の内周面を周方向４等分割したうちの一つに相当する凹周面である。第２面５２ａは
、超音波の伝播方向Ｗに対して直交する高さｈの平坦な鉛直面である。第１面５１ａを構
成する曲面の半径ｒ、第２面５２ａの高さｈ及び隣接する頂点部１０２，１０２の間隔ｐ
は、超音波の波長をλで表すとλ／４となっている。頂点部１０２の厚さｄは０．１［ｍ
ｍ］であり、頂点部１０２を中心とした第１面５１ａの曲面（弧）中心角θは９０度であ
る。
【００２７】
　このように第１実施形態では、突起５０ａの第１面５１ａは、中心角θが９０度の凹円
筒面であり、突起５０ａの第２面５２ａは、高さｈ＝ｒの垂直な平坦面であるため、突起
５０ａの第２面５２ａと、超音波の伝播方向Ｗの下流側に隣接する他の突起５０ａの第１
面５１ａとの前記伝播方向Ｗに関する水平方向の間隔は、突起５０ａの頂点部１０２から
底に向かうほど短くなっている。
【００２８】
　以上説明したように、第１実施形態によれば、隣接する突起５０ａ，５０ａにおける前
記半径ｒ、高さｈ、及び間隔ｐの寸法を、使用する超音波の波長λの１／４としたため、
図１を参照して先に説明した直接波１６を、以下に説明する作用で効果的に消音すること
ができる。
【００２９】
　図３では図示を省略しているが、左方にスピーカ１４、右方にはマイク１５が存在して
いる。すなわち超音波の伝播方向Ｗは、図３中では矢印Ｗで示すように左から右へ向かう
。すると、図３（ｂ）で示すように、突起５０ａの頂点部１０２付近を伝播する超音波は
、頂点部１０２において回折し、破線の矢印で示す回折波１０３のように伝播方向Ｗを下
方に変更する。そして、回折波１０３は、超音波の伝播方向Ｗの下流側に隣接する突起５
０ａの第１面５１ａにおいて反射し、破線の矢印で示す反射波１０４のよう前記頂点部１
０２に戻ってくる。
【００３０】
　この場合、半径ｒ、高さｈ、及び間隔ｐが何れもλ／４で揃えられているため、反射波
１０４と頂点部１０２付近を伝播している超音波とは逆位相となって互いに打ち消し合い
、消音効果が生じる。この消音効果を、図４のデータ例を用いて具体的に説明する。
【００３１】
　図４（ａ）は、突起群１００を有する第１実施形態の超音波センサ１０が超音波を放出
した場合の音圧分布図を示している。色が薄いほど音圧が高いことを示す。図４（ａ）で
は、点Ｂよりも点Ａに近い側に１０個の突起からなる突起群１００を設けた場合を示して
いる。この図４（ａ）からは、突起群１００の中の最も点Ａに近い突起（図４（ａ）中左
端の突起）よりも点Ａに近い側では色の薄い領域が多く音圧レベル値が高いが、突起群１
００の中の最も点Ａに近い突起から点Ｂに近い側では、色の濃い領域が多く音圧レベル値
が小さくなっていることが分かる。
【００３２】
　図４（ｂ）は、送受信面の点Ｂから点Ｃにかけて検出される具体的な音圧レベル値を示
したグラフである。すなわち、図４（ｂ）では、図４（ａ）に示した点Ｂから点Ｃにかけ
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ての各位置に入力開口部１３（マイク）を設けた場合に受信される音圧レベル値をＢから
の距離との関係で示している。この図４（ｂ）からは、突起群１００の突起のうち、音源
である点Ａから最も遠い点Ｂにある突起（図４（ａ）中右端の突起）からの距離が短いほ
ど音圧レベル値が小さいことが分かる。図４（ｂ）では点Ｂの直近に入力開口部１３を設
けた場合には１００［ｄＢ］程度の音圧となり、図１を参照して先に説明した直接波１６
の影響が抑えられていることが分かる。点Ｃに近づくにつれて突起群１００による消音効
果は小さくなるが、それでも点Ｃの付近で１１５［ｄＢ］以下の音圧レベル値に留まって
いる。このように突起群１００により直接波を減衰させることができる。
【００３３】
　第１実施形態において、突起群１００に含まれる突起は１０個としたが、突起の数は２
以上であればよく、数が多いほど直接波の影響を抑える効果（消音効果）が高い。
【００３４】
　第１実施形態において、半径ｒ、高さｈ、及び間隔ｐは出力する超音波の波長λの１／
４として説明したが、これに限らず、λ／４の奇数倍であればよい。
【００３５】
　第１実施形態では、半径ｒ、高さｈ、及び間隔ｐを３．４［ｍｍ］としたが、異なる周
波数の超音波を使用する場合には、それに合わせて半径ｒ、高さｈ、及び間隔ｐを変えれ
ばよい。例えば超音波の周波数が５０［ｋＨｚ］であるならば、半径ｒ、高さｈ、及び間
隔ｐは１．７［ｍｍ］又はその奇数倍とする。
【００３６】
　本発明の第２実施形態に係る超音波センサを図５（ａ）を参照して説明する。
　第２実施形態は、スピーカ１４から発せられる超音波が、第１実施形態の場合のような
単一周波数ではなく、周波数が時間変化するスイープ波であり、これに応じてその突起群
１００を構成する突起５０ｂの形状が第１実施形態の突起５０ａと異なっているが、その
他は第１実施形態と同様である。例えば、周波数が２０～３０［ｋＨｚ］に変化するスイ
ープ波の場合、図５（ａ）に示すように、前述した第１面５１ｂの半径ｒは、ｒ１＝２．
９［ｍｍ］、ｒ２＝４．３［ｍｍ］とし、第１面５１ｂを楕円を長径と短径で四分割した
周状の凹断面とする。また、第２面５２ｂの固さｈ、頂点部１０２の厚さｄ、頂点部１０
２，１０２の間隔ｐ、第１面５１ｂの曲面中心角θは、図４に示す第１実施形態と同様に
設定すればよい。
【００３７】
　第２実施形態の超音波センサによれば、使用する超音波であるスイープ波は周波数が時
間的に変化するが、突起５０ｂの第１面５１ｂは、当該スイープ波の波長の４分の１とな
る点を周面上の何れかの位置に有する楕円状の断面を有しているため、突起５０ｂの頂点
部１０２で回折して下流側の突起５０ｂの第１面５１ｂで反射した超音波は、逆位相とな
って頂点部１０２で元の超音波と干渉して互いに弱め合う消音効果を得ることができる。
【００３８】
　本発明の第３実施形態に係る超音波センサを図５（ｂ）を参照して説明する。
　第１及び第２実施形態で示したように、本願発明の超音波センサは、突起５０ａ，５０
ｂの周状の面である第１面５１ａ，５１ｂが出力開口部１２に向いていることが条件とな
っており（例えば図２（ｃ）参照）、突起群１００を出力開口部１２の周りに同心円状の
パターンで設けていた。しかしながら、第３実施形態では、突起群１００を出力開口部１
２の周りに設けるのではなく、図５（ｂ）に示すように入力開口部１３の周りに設けた。
その他の構成は第１実施形態と同様である。突起群１００を入力開口部１３の周りに設け
る第３実施形態の構成が有利であるのは、スピーカ１５を複数設ける場合である。音の出
力を増大させて部屋の隅々まで超音波を伝播させて確実な検知を行いたい場合や、より広
い部屋を検知範囲とする場合等には、スピーカ１５を複数設けることが好ましいが、その
ような場合には、それぞれのスピーカ１５の周囲に突起群１００をそれぞれ設ける必要は
無く、図８に示すようにマイク１５が設けられた単一の入力開口部１０３の周りのみに突
起群１００を設ければよい。
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【００３９】
　本発明の第４実施形態に係る超音波センサを図６（ａ）を参照して説明する。
　第４実施形態は、突起５０ｃの形状が他の実施形態と異なり、その他の構成は第１実施
形態と同様である。第４実施形態の突起５０ｃは、断面形状が単純な直角三角形状となっ
ている。すなわち、超音波の伝播方向Ｗの上流側である第１面５１ｃは平面状であり、超
音波の伝播方向Ｗの下流側に傾斜した直角三角形の斜辺である。また、超音波の伝播方向
Ｗの下流側である第２面５２ｃは、送受信面１１に垂直な平坦面となっている。このよう
な形状でも実用に耐えうる消音効果を得ることができる。
【００４０】
　本発明の第５実施形態に係る超音波センサを図６（ｂ）を参照して説明する。
　第５実施形態は、突起５０ｄの形状が他の実施形態と異なり、その他の構成は第１実施
形態と同様である。第５実施形態の突起５０ｄは、断面形状が三角形状であり、超音波の
伝播方向Ｗの上流側である第１面５１ｄは平面状であり、超音波の伝播方向Ｗの下流側に
傾斜している。また、超音波の伝播方向Ｗの下流側である第２面５２ｄは、前記伝播方向
Ｗの下流側に傾斜している。すなわち、第５実施形態では、各突起５０ｄは、超音波の伝
播方向Ｗについて下流側に隣接する突起５０ｄに対して上方から覆い被さるような形状（
オーバーハング形状）となっている。このような形状でも実用に耐えうる消音効果を得る
ことができる。
【００４１】
　以上、各実施形態を参照して説明したように、突起５０ａ～ｄを超音波の伝播方向Ｗに
平行な鉛直面で切断した断面形状は、次のような条件を満たすことが好ましい。まず、超
音波の伝播方向Ｗの上流側である第１面５１ａ～５１ｄは、超音波の伝播方向Ｗの下流側
に向けて登りとなる傾斜状の平坦面か、又は平坦面よりは若干凹んだ面、例えば凹状の周
面（図３及び図５参照）であることが好ましい。なお、第１面５１ａ～５１ｄが、伝播方
向Ｗの下流側に向けて登りとなる傾斜状の平坦面よりも膨らんだ凸面であると、干渉によ
る消音効果は得られにくくなることが実験で確かめられている。また超音波の伝播方向Ｗ
の下流側である第２面５２ｃ，５２ｄは、送受信面１１に垂直か、又は超音波の伝播方向
Ｗの下流側に傾斜した前記オーバーハング形状であることが好ましい。但し、突起群１０
０を構成する複数の突起５０ａ～ｄの各々の寸法、形状は必ずしも同一である必要はない
。また、超音波の減衰は２個の突起の間で発生しているため、各実施形態の突起群１００
の突起は少なくとも２個以上であればよい。また突起が２個の場合は同一形状でもよいが
、出力開口部１２に近い側の突起を、第１面及び第２面が互いに平行な垂直面である単な
る板状部材とし、出力開口部１２から遠い側の突起を、第１実施形態の突起５０ａのよう
な凹んだ周状の第１面５１ａを有する突起としてもよい。
【００４２】
　以上説明した各実施形態では、突起群１００は平坦な送受信面１１に上方に突出するよ
うに設けられるものとしていた。これに対し、図７に示す第６実施形態のように、送受信
面１１の表面に複数の所定形状の凹部を設けてもよく、これにより、各実施形態の各突起
と同様の形状の突起５０ｅを凹部内に形成しても、同様の消音効果が得られる。
【００４３】
　以上説明した各実施形態では、超音波（図１（ａ）に示す直接波１６）の伝播方向に対
して突起５０ａ～ｅの長手方向を直交方向とすることが好ましい。これは、前述した通り
、隣り合う突起の頂点部１０２どうしの間隔ｐを波長λの１／４の奇数倍にするという好
ましい条件があるため、突起５０ａ～ｅの長手方向が超音波の伝播方向Ｗに対してなるべ
く直角でないと、減衰する超音波の波長λが所期の値から変化してしまうからである。し
かしながら、厳密には直交しておらず、減衰する超音波の波長に若干の差異が生じても、
相応の消音効果は得られる。
　あるいは、これまで述べてきた各実施形態では突起５０ａ～ｅを規定する寸法は、送信
する超音波の波長により決まるものだったが、一旦寸法を決定しても、多少波長が短い超
音波に対しても消音効果が見られることも実験的に確認している。
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　次に、以上説明した各実施形態の超音波センサの原理を用いた超音波減衰装置の実施形
態について説明する。この超音波減衰装置は、第１実施形態の超音波センサ１０から、出
力開口部１２、スピーカ１４、入力開口部１３及びマイク１５を除去した構成の装置であ
り、従って、第１実施形態の送受信面１１に相当する板状の部材である基板の表面に、第
１実施形態と同様の複数の突起５０ａからなる突起群１００を設けた装置である。この超
音波減衰装置によれば、基板の表面に沿って伝播する所定周波数の超音波を、突起群１０
０における超音波の回折、反射、干渉によって減衰させることができる。なお、入力開口
部１３及びマイク１５を突起群１００の上流側と下流側に設けておき、目的とする周波数
の超音波が減衰したことを確認するようにしてもよい。なお、超音波を減衰する目的乃至
超音波減衰装置の用途は任意であり、限定しない。
【符号の説明】
【００４５】
　１０…超音波センサ
　１１…送受信面
　１２…出力開口部
　１３…入力開口部
　１４…スピーカ
　１５…マイク
　１６…超音波の直接波
　２０…対象物体
　５０ａ～５０ｅ…突起
　５１ａ～５１ｅ…突起の第１面
　５２ａ～５２ｅ…突起の第２面
　１００…突起群
　１０２…頂点部
　ｒ…第１面の曲面（弧）の半径
　ｈ…第２面の高さ
　ｐ…隣接する頂点部どうしの間隔
　ｄ…頂点部の厚さ
　θ…頂点部を中心とした第１面の曲面（弧）の中心角
　Ｗ…超音波の伝播方向
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